
　第45回滋賀県芸術文化祭

 第65回滋賀県文学祭文芸出版物表彰要項
主　催　滋賀県　滋賀県教育委員会　　
　　　　滋賀県芸術文化祭実行委員会　　
　　　　（公財）滋賀県文化振興事業団
　　　　滋 賀 文 学 会

後　援　�朝日新聞大津総局　京都新聞　産経新聞社　中日
新聞社　日本経済新聞社大津支局　毎日新聞大津
支局　読売新聞大津支局　共同通信社　時事通信社

　 大津放送局　
　　　　エフエム滋賀

 滋賀県文学祭では毎年、滋賀県の文学活動の結晶にふさわしい文芸出版物の表彰を行ってい
ます。あなたの創造的、意欲的な文芸出版物を募集します。ふるってご応募ください。

 ◆応募受付期間
平成27年７月１日㈬～８月31日㈪［当日消印有効］

　◆審　　査
　主催者の委嘱した委員が行います。
　なお、委員は、第65回滋賀県文学祭作品募集要項に記載された選者と同じとします。

　◆発表および表彰
⑴ 結果通知
　　審査結果は、平成27年11月上旬に、直接、ハガキで通知します。
⑵ 表 彰 式
　 　表彰作品については、平成27年11月23日（月・祝）午後１時から、滋賀県立男女共同参画

センター（近江八幡市鷹飼町80-４）（JR近江八幡駅より東へ徒歩約10分）において表彰します。

　◆応募規定
⑴ 対象となる出版物
　　創造的・個性的なもので、次の条件を備えているものとします。
　　①平成25年９月１日から平成27年８月31日まで（２年間）に出版された初版本であること。
　　② 小説（戯曲・脚本などを含む）・随筆・童話・詩・作詞・短歌・俳句・連句・川柳・冠句・

情歌のいずれかの部門であること。ただし、これまでに「文芸出版物表彰」を受賞した
部門には応募できない。

　　③ いずれの部門も自作の文芸作品であること。ただし、写真や絵を主とした出版物や、グ
ループでの発表形式による出版物は該当しない。

　　④電子書籍は該当しない。
⑵ 応募資格
　 　滋賀県内に在住、通勤または通学している方、または滋賀県内の文学団体に所属している

方であれば誰でも応募できます。ただし、小・中学生は除きます。
⑶ 応募方法
　 　文芸出版物２部と、必要事項を記入した「第65回滋賀県文学祭文芸出版物部門参加申込書」

１部を送付してください。
　　なお、出版物は返却いたしません。
⑷ 応 募 料
　　無　　料
⑸ 応募先・問い合わせ先
　　〒520-0044　大津市京町4-3-28 （ 公 財 ）滋 賀 県 文 化 振 興 事 業 団
 （滋賀県芸術文化祭実行委員会事務局）
 電　話　077-522-6268              


